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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】令和3年2月25日(2021.2.25)

【公開番号】特開2020-29528(P2020-29528A)
【公開日】令和2年2月27日(2020.2.27)
【年通号数】公開・登録公報2020-008
【出願番号】特願2018-156903(P2018-156903)
【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｄ 175/04     (2006.01)
   Ｆ１６Ｌ  59/02     (2006.01)
   Ｃ０９Ｄ   7/61     (2018.01)
   Ｃ０９Ｄ   7/65     (2018.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｄ  175/04     　　　　
   Ｆ１６Ｌ   59/02     　　　　
   Ｃ０９Ｄ    7/61     　　　　
   Ｃ０９Ｄ    7/65     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和3年1月14日(2021.1.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水と、シリカエアロゲルと、水性エマルジョン系バインダーと、多糖類と、を有し、非
発泡性であり、
　固形分を１００質量％とした場合の該シリカエアロゲルの含有量は、４０質量％以上７
５質量％以下である断熱材用塗料。
【請求項２】
　前記多糖類の溶解度パラメータ（ＳＰ値）は、２１以上である請求項１に記載の断熱材
用塗料。
【請求項３】
　前記多糖類は、親水部位および疎水部位を有する請求項１または請求項２に記載の断熱
材用塗料。
【請求項４】
　前記多糖類は、カルボキシメチルセルロースを有する請求項１ないし請求項３のいずれ
かに記載の断熱材用塗料。
【請求項５】
　前記カルボキシメチルセルロースの含有量は、塗料全体を１００質量％とした場合の０
．０８質量％以上４質量％以下である請求項４に記載の断熱材用塗料。
【請求項６】
　前記シリカエアロゲルは、少なくとも表面に疎水部位を有する請求項１ないし請求項５
のいずれかに記載の断熱材用塗料。
【請求項７】
　前記水性エマルジョン系バインダーは、ウレタン樹脂を有する請求項１ないし請求項６
のいずれかに記載の断熱材用塗料。
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【請求項８】
　基材の表面および内部の少なくとも一部に断熱材用塗料の硬化物を有し、
　該断熱材用塗料は、水と、シリカエアロゲルと、水性エマルジョン系バインダーと、多
糖類と、を有し、
　該硬化物における該シリカエアロゲルの含有量は、４０質量％以上７５質量％以下であ
る断熱材。
【請求項９】
　前記断熱材用塗料は、非発泡性である請求項８に記載の断熱材。
【請求項１０】
　前記基材は、樹脂または布である請求項８または請求項９に記載の断熱材。
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